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（介護予防）短期入所療養介護の重要事項 

（令和８年６月１日現在） 

 

 

１．運営規程の概要 

（１）施設の名称等 

施 設 名 医療法人社団青寿会 介護老人保健施設 青海荘 

開設年月日 昭和６３年４月１日 

所 在 地 
〒７５１－０８３３  

下関市武久町２丁目５３番８号 

電話番号・ＦＡＸ番号 
TEL：０８３－２５２－７１２４ 

FAX：０８３－２５２－７１２５ 

管理者名 頴原 健 

介護保険指定番号 介護老人保健施設（３５５０１８０００８号） 

 

（２）目的と運営方針 

入所者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう、（介護予防）短期入所療養介護計画（又は居宅サービス計画）に基づいて、医学

的管理の下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要となる医療並びにケアを提供する

ことにより、療養生活の質の向上及び入所者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの

とします。 

入所者の意志及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等、緊急やむを得ない場合以外、原則

として身体拘束を行いません。 

当施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供

者及び関係市町村を綿密な連携を図り、入所者が地域において統合的なサービス提供を受ける

ことができるよう努めます。 

明るく家庭的な雰囲気を重視し、入所者が「にこやか」で「個性豊か」に過ごすことができる

ようサービス提供に努めます。 

サービスの提供に当たっては、親切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な

事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに入所者の同意を得て実施する

よう努めます。 

サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに連絡をいたします。また賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

施設に対する要望や苦情については、支援相談員へお寄せ下さい。速やかに対応いたします。

また、備え付けのご意見箱もご利用下さい。 

（３）入所定員   定員１００名 
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（４）従業者の職種、員数 

職種 勤務形態及び員数 兼務状況 

管理者 常勤兼務  １名 青寿会理事長 

医師 常勤専従  １名  

薬剤師 非常勤専従 １名  

看護職員 

常勤専従 １３名  

常勤兼務  １名 

非常勤兼務 １名 

介護支援専門員（２名） 

介護職員 

常勤専従 ２４名 

常勤兼務  ２名   

非常勤専従 １名 

介護支援専門員（２名） 

介護支援専門員 
常勤兼務  ５名 

非常勤兼務 １名 

看護職員（２名） 

介護職員（２名） 

支援相談員（２名） 

理学療法士 
常勤専従  １名 

非常勤専従 ２名 
併設医療機関 

作業療法士 
常勤専従  １名 

非常勤専従 １名 
併設通所リハビリ 

言語聴覚士 非常勤専従 １名  

支援相談員 常勤兼務  ４名 
介護支援専門員（２名） 

併設介護施設（２名） 

管理栄養士 常勤専従  １名  

 

（５）従業者の職務内容 

管 理 者 
（介護予防）短期入所療養介護に携わる従業者の総括管理、指導を行

います。 

医   師 
入所者の病状及び心身の状況に応じて日常的な医学的管理を行いま

す。 

薬 剤 師 
医師の指示に基づき調剤を行い、施設で管理する薬剤を管理するほ

か、入所者に対し、服薬指導を行います。 

看護職員 

医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、

入所者の（介護予防）短期入所療養介護（又は居宅サービス計画）に

基づく看護を行います。 

介護職員 
入所者の（介護予防）短期入所療養介護計画（又は居宅サービス計

画）に基づく介護を行います。 

理学療法士・作業療

法士・言語聴覚士 

医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成する

とともにリハビリテーションの実施に際し、指導を行います。 

支援相談員 
入所者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエー

ション等の計画、指導を行い、市町村との連携を図るほか、ボランテ
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ィアの指導を行います。また、要介護認定に関する支援を行います。 

管理栄養士 
入所者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理を行

います。 

介護支援専門員 入所者の施設サービス計画を作成します。 

 

（６）サービスの内容 

① （介護予防）短期入所療養介護計画の立案、実施 

② 食事 

③ 入浴（介助を要する利用者には特殊浴槽にて対応いたします） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション等） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 栄養状態の管理 

⑨ 送迎サービス  通常の送迎の実施地域は旧下関市（離島を除く）とします。 

⑪ その他 

 

（７）部屋別一覧 

療養室 

２人部屋 ４室 ２３．８㎡ 

４人部屋 ８室 ３３．０㎡ 

４人部屋 １５室 ３２．３㎡ 

食堂 
北館２階（談話室及びﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ兼用） ８２．１㎡ 

新館２階（      〃      ） １５２．７㎡ 

談話室 新館２階 ３５．０㎡ 

診察室 新館２階 ２４．５㎡ 

ｽﾀｯﾌｽﾃｰｼｮﾝ 
新館２階 ５４．７㎡ 

北館２階 １８．７㎡ 

機能訓練室 北館４階 １３８．０㎡ 

浴室 新館１階（浴室及び脱衣所） ２３６．０㎡ 

 

（８）利用料金 

① 介護保険給付によるサービス（一定以上所得者の場合は掲載額の２倍または３倍の額） 

≪（介護予防）短期入所療養介護費≫ 

区分 自己負担額 

要支援１ ６７２円 

要支援２ ８３４円 

要介護１ ９０２円 

要介護２ ９７９円 
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要介護３ １，０４４円 

要介護４ １，１０２円 

要介護５ １，１６１円 

※表示はあくまでも１日当たりの金額であり、利用日数によって負担額は異なりますのでご注意 

 ください。 

 

≪加算料金≫（一定以上所得者の場合は掲載額の２倍または３倍の額） 

項目 料金 備考 

在宅復帰在宅療養支援

機能加算（Ⅱ） 
５１円／日 

在宅復帰・在宅療養支援等指標１０項目において、合

計指数が７０を超えた場合に算定。 

個別リハビリテーショ

ン実施加算     

 

２４０円／日 

 

医師の指示を受けた理学療法士又は作業療法士又は

言語聴覚士が、１日に２０分以上の個別リハビリテ

ーションを行った場合に算定。 

 

 

緊急短期入所受入加算        

 

 

９０円／日 

利用者の状態や家族の事情等により介護支援専門員

が短期入所療養介護を受ける必要があると認められ

ており、居宅サービス計画において計画的に行うこと

となっていない短期入所療養介護の受け入れを行っ

た場合に算定。 

 

重度療養管理加算      

 

１２０円／日 

要介護度４又は５であって、別に厚生労働大臣が定 

める状態であるものに対して、医学的管理のもと短 

期入所療養介護を行った場合に算定。 

 

 

療養食加算   

 

 

８円／回 

 

医師の発行する食事箋に基づき提供された適切な 

栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓 

病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、 

痛風食及び特別な場合の検査食を提供した場合に 

算定。 

 

総合医学管理加算   

 

２７５円／日 

 

治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定める基準

に従い、指定短期入所療養介護の受け入れを行った場

合に算定。 

 

緊急時治療管理    

 

５１８円／日 

 

利用者の症状が重篤となり救命救急医療が必要な 

場合において、治療管理として投薬、検査、注射、 

処置を行った場合に３日を限度に算定。 

送迎加算   １８４円／日 
入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行なった場合

に算定｡ 

夜勤職員配置加算  ２４円／日 
利用者の数が２０又はその端数を増すごとに１名 

以上の夜勤を行う職員を配置している場合に算定。 

サービス提供体制強化

加算（Ⅰ）   
２２円／日 

介護職員総数のうち、介護福祉士の割合が８０％以上

に算定。 

  介護職員の賃金の改善等を実施しているものとし
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介護職員処遇改善加Ⅰ

イ   

右記参照 

 

て、所定の要件に適合するものとして届け出を行っ

た場合、所定単位数（基本サービス費＋加算・減算）

の９０／１０００に相当する単位数を算定。 

 

②介護保険給付外によるサービス 

 ≪食費≫                                     （１食） 

    朝  食 昼  食 夕  食 

金  額 ３８５円 ５３０円 ５３０円 

 

≪食費≫ ※令和８年８月１日より                         （１食） 

    朝  食 昼  食 夕  食 

金  額 ４０５円 ５７０円 ５７０円 

 

 ≪滞在費≫                                    （１日） 

    滞 在 費 

金  額 ４３７円 

 

≪入所者負担額≫                                 （１日） 

 食  費 滞 在 費 

基準費用額 １，４４５円（１，５４５円） ４３７円 

入所者負担３－２段階 １，３００円（１，３６０円） ４３０円 

入所者負担３－１段階 １，０００円（１、０３０円） ４３０円 

入所者負担２段階 ６００円 ４３０円 

入所者負担１段階 ３００円 ０円 

  ※入所者負担額については、「介護保険負担限度額認定証」にて確認します。 

  ※令和８年８月１日より、介護報酬改定に伴い()内の金額へ変更となります。 

 

③その他の費用 

入所者が選定する特別な療養室料 ２人室 ５５０円／日 

外泊時オムツ代 ５７円～／枚 

エンゼルケア～浴衣なし ５，５００円 

エンゼルケア～浴衣あり １１，０００円 

文書発行料 ２，２００円～５，５００円／枚 

病衣 ７４円／日 

※電気代（電気製品使用の場合） ５４円／日 

私物の洗濯代（外部委託） ４，９５０円程度 

理美容代（外部委託） １，５４０円程度 
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※充電式製品（髭剃り・携帯電話等）は除く 

 

 

 

 

 

（９）料金の支払時期と支払方法 

請求・支払時期 前月利用料請求書を毎月１０日前後に入所者様又は、身元引受人兼連帯保

証人宛てに郵送させていただきます。金額をご確認の上、引落日である２

６日（金融機関休業日の場合は翌営業日）の前日までに口座へご入金くだ

さい。 

（引落し手数料はご負担願います。） 

退所時精算につきましては、精算ができ次第、請求書を郵送いたします。 

支払方法 金融機関の口座引落しによるお支払いとなります。請求金額を確認の

上、前日までにご指定の口座へご準備ください。 

（口座引落とし日）毎月２６日（金融機関休業日の場合は翌営業日） 

領収書につきましては、口座引落し確認後に郵送させていただきます。 

なお、諸事業により口座引落しをご利用いただけない方は、下記の銀行

振込によるお支払いを受け付けております。 

 ＜振込先＞ 山口銀行 山の田支店 普通４０７５４３９ 

 ＜口座名＞ 武久病院 （タケヒサビョウイン） 

※退所時の精算につきましては、精算ができ次第ご連絡いたします。 

 お手数ですが本館１階外来窓口にてお支払いください。 

 

（１０）利用料金の滞納について 

当施設は、利用料金の滞納が２ヶ月以上に達した場合、入所利用を解除・終了すること 

ができます。 

 

（１１）高額介護サービス費の制度 

介護サービス費には限度額が設定されております。下記の金額を超えた場合は市町村役場にて 

「介護保険高額介護サービス費支給申請」の手続きにより、差額分が払い戻されます。（償還払い） 

区 分 負担の上限 

年収約１,１６０万円以上の方  １４０，１００円（世帯） 

年収約７７０万円以上約１１６０万円未満の方   ９３，０００円（世帯） 

年収約７７０万円未満の課税世帯の方   ４４，４００円（世帯） 

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方   ２４，６００円（世帯） 

 前年の合計所得金額と公的年金等収入額の   ２４，６００円（世帯） 

合計が年間８０万円以下の方等   １５，０００円（個人） 

生活保護等を受給している方等   １５，０００円（個人） 
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（１２）被保険者証の確認 

  （介護予防）短期入所療養介護を提供するにあたり、被保険者資格、要介護認定または要支援認定

（以下「要介護認定等」）の有無、要介護認定等の有効期間を確認させていただきます。 

 

（１３）要介護認定申請等の援助 

要介護認定の有効期間満了日の約２ヶ月前からの要介護認定の更新手続きが可能です。更新の手続

き等については、支援相談員にご遠慮なくご相談ください。 

（１４）施設利用に当たっての留意事項 

食事 
朝８：１０、昼１２：００、夕１８：００からとし、特別な事情がない限

り、食堂を利用していただきます。 

入浴 
１週間に２回を原則とします。但し、状態によっては清拭等に変更する場

合があります。 

シーツ交換 １週間１回としておりますが、汚れの激しい場合はその都度交換します。 

オムツ交換 適宜行います。 

洗濯 
基本的にはご家族に持ち帰っていただくようお願いしておりますが、困

難な場合には外部サービスを利用することも可能です。 

面会 ９時から２０時までとさせていただいております。 

消灯時間 ２１時とさせていただいております。 

外出・外泊 事前に施設従業者にご連絡ください。 

飲酒、喫煙 ご遠慮いただいております。 

火気の取扱 
お断りしております。なお、給茶等のご要望については、介護職員にお申

し付けください。 

設備、備品の利用 施設従業者に使用方法を聞き、取扱いには十分ご注意ください。 

所持品・備品等の持

込 

当施設では入所者の所持品をお預かりする倉庫がございませんので持ち

込まれる物は最小限の物としてください。 

飲食物の持ち込み 
医師、管理栄養士が入所者の病状に応じて食事をご提供しておりますの

で原則ご遠慮いただいております。 

金銭、貴重品の管理 持ち込まないようお願いします。 

外泊時等の施設外

での受診 

当施設で医学的管理をさせていただいておりますのでご遠慮いただいて

おりますが、緊急時には施設従業者に連絡ください。 

宗教活動 個人の信仰については自由ですが、他の入所者のご迷惑となるような行

為、ご注意をしてもお聞き入れが無い場合には退所をお願いする場合が

あります。 

ペットの持込 ご遠慮いただいております。 

営利行為・特定の政

治活動 
ご遠慮いただいております。 

 

 

（１５）非常災害対策 
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防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 

防災訓練 年２回 

２．従業者の勤務体制 

診 療 部 門 
・日勤：８時３０分〜１７時３０分 

上記中：休憩１時間 実働８時間 

看護・介護部門 

・日勤：８時１５分〜１６時４５分 

       上記中：休憩１時間 実働７時間３０分 

・早出：７時００分～１５時３０分 

       上記中：休憩１時間 実働７時間３０分 

・遅出：１０時００分〜１８時３０分 

上記中：休憩１時間 実働７時間３０分 

・夜勤：１６時３０分～８時３０分 

       上記中：休憩４時間３０分 実動１１時間３０分 

上 記 以 外 
・日勤：８時３０分〜１７時００分 

上記中：休憩１時間 実働７時間３０分 

 

３．事故発生時の対応 

（介護予防）短期入所療養介護サービスの提供中に事故が起こった場合、速やかに身元引受人兼連帯 

保証人等へ連絡するとともに、必要な場合には医療機関への搬送・診療の要請等を行います。 

また、上長への報告の後、過誤によって死亡または障害が発生または、その可能性がある場合は、 

下関市福祉部介護保険課事業者係、下関警察署へ届出を行う場合があります。 

なお、当施設は万一の事故に備え、「介護老人保健施設総合補償制度」に加入しています 

 

４．ご相談または苦情について 

ご不明な点や苦情については、下記までご遠慮なくお申し付けください。また、所定の場所に設置 

する「皆様の声」に投函して申し出ることができます。なお、施設の運営面での改善等を要す事項に 

ついては少々お時間を頂戴することがありますので予めご了承ください。 

苦情受付担当者 支援相談員  光田 健一   古賀 良裕 

受付日時 午前８時３０分～午後５時００分（土、日、祝日、年末年始を除く） 

  ※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

下関市福祉部介護

保険課事業者係 

所在地：下関市南部町１番１号（下関市役所本庁舎内 本庁舎西棟 2 階

A3 窓口）   

電 話：０８３－２３１－１３７１ 

F A X ：０８３－２３１－２７４３ 

受付日時：午前８時３０分～午後５時１５分 

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

山口県国民健康保

険団体連合会 

所在地：山口市朝田１９８０－７ 国保会館 

電 話：０８３－９９５－１０１０ 

F A X ：０８３－９３４－９６６５ 
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受付日時：午前９時００分～午後５時００分 

（土、日、祝日、年末年始を除く） 

５．緊急時の対応 

当施設は入所者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力病院又はそ

の他適切な病院若しくは診療所での診療を依頼することがあります。  

当施設は入所者に対し、当施設における介護保健施設サービスでの対応が困難な状態又は、専門的 

な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 

入所利用中に入所者の心身の状態が急変した場合、当施設は、入所者及び身元引受人兼連帯保証人が

指定する者に対し、緊急に連絡します。 

 

６．協力病院等 

当施設では、下記の医療機関にご協力いただいております。 

協力医療機関 

下関医療センター 下関市上新地町３－３－８ 

済生会下関総合病院 下関市安岡町８－５－１ 

歯科協力医療機関 武久病院 下関市武久町２－５３－８ 

 

７．身体の拘束等 

当施設では、原則として入所者に対し身体拘束を行いません。但し、当該入所者または他の入所者などの

生命又は身体を保護するためなど緊急やむを得なく身体拘束を行う場合は、当施設の医師がその様態及び

時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

 

８．虐待の防止のための措置に関する事項 

当施設は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、虐待防

止のための対策を検討する委員会を設置し、定期的に開催します。また、従業者に対し、研修を実施

する等の措置を講じ、虐待又は虐待を疑われる事案が発生した場合は速やかに市へ通報します。 

虐待の防止に係る責任者は「施設長：山口象三」とし、上記に掲げる措置を適切に実施します。  

 

９．褥瘡対策等 

当施設の入所者に対し、良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして褥瘡が発生しないような適切

な介護に努めるとともに、褥瘡対策ファイルを定め、その発生を防止するための体制を整備します。 

 

１０．秘密の保持及び個人情報の保護 

当施設とその職員は、医療法人社団青寿会の個人情報保護方針に基づき、業務上知り得た入所者、 

身元引受人兼連帯保証人又は、ご家族に関する個人情報の利用目的を定め、適切に取り扱います。 

 

１１．第三者評価の実施状況 

提供するサービスの第三者評価は実施いたしておりません。 

 

１２．居宅介護支援事業所に対する利益供与の禁止 
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居宅介護支援事業所またはその事業者に対し、入所者に対して当施設によるサービスを利用させ 

ることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与することはいたしません。 

 

１３．記録 

当施設は、入所者の介護保健施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後 

２年間は保管します。 


